
3 精神科救急医療体制の確立  

（1）改正のポイント   
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①任意入院患者から退院の申出があった場合（法第22条の4）   

・通 常：指定医が診察し、患者の症状により退院制限（72時間以内）   
・緊急時：特定医師が診察し、患者の症状により退院制限（12時間以l  

②医療保護入院（法第33条）  

・通 常：指定医が診察し、保護者の同意で入院（期間制限なし）   
「緊急時：特定医 護者の同意で  

③応急入院（法33条の4）   

・∵通 常：指定医が診察し、入院（72時間以内）   
†緊急時：特定医師が診察し、入院（12時間以r  

12時間以内  
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（2）省令等で規定する内容  
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① 特定病院の要件  
（ア）精神科救急医療への参画  

暮 応急入院指定病院であること、または同指定を受けることを計画しており当該  
都道府県等がその必要性を認めていること（応急入院指定病院と同水準の体  

制）。   
1輪番病院として地域の精神科救急システムに参画していること。  
■ 夜間休日診療を受け入れていること。  

（イ）良質な精神医療の提供体制の確立   

・当該医療機関に複数の指定医が常勤していること。   
・当該患者を受け入れる病棟（看護配置3：1以上に限る（地域において指定基準  

に適合する複数の精神科病院が無い場合にあっては、基準を適用しないことが  
できる））に常時空床を確保していること。  

（ウ）精神障害者の人権擁護に関する取り組みの実施  

一 緊急時における入院等（任意入院患者の退院制限、医療保護入院、応急入院）  
に係る診察の特例措置の判断の妥当性について検証する院内事後審査を行う  

ための委員会（複数の職種により構成）を設置し、原則月1回以上開催すること。  
一 院内に行動制限のモニタリング及び最小化を促すための委員会を設置し、月－  
回以上開催していること。  
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② 特定医師の要件  
・医籍登録後4年間以上を経過していること。  
・、2年間以上の精神科臨床の経験（精神科臨床として算定するに当たっての考え方   
は、精神保健指定医資格におけるそれと同様とする。）を有していること。  

（3）都道府県知事による特定病院の認定  

都道府県において、精神科病院からの申出に基づき、  
（む当該精神科病院が上記の要件を満たすこと」  

②当該精神科病院に上記の要件を満たす特定医師が配置されていること  

を確認の上、認定。  

13   －13－  



－14－  

①任意入院患者の退院制限のケース  

退院の申出  

用己録を保存   



② 医療保護入院のケース  

・診療録に記載  

・特例措置の入院届を作成  

12時間以内に指定医  

の診察を経ずに退院  －ト都道府県へ10日以内に提出  

義持例措置の入院届の指定医確認欄  
に記入、10日以内に提出（精神医療審  
査会における審査対象ではない）、そ  
の写しを保存（特定軍師による診察を確認）  

・診療録に記載【従来と同じ】  

■精神保健指定医の診察による入院届  

を都道府県へ提出【従来と同じ】 l  

（入院必要でない場合は不要）   
l  

入院必要  

でない  

精神医療審査会において審査  

特例措置の入院届の写しの事後検証  
欄に記入  15   
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③ 応急入院のケース  

・診療録に記載  

・特例措置の入院届を作成  

12時間以内に指定医  

の診察を経ずに退院 ◆都道府県へ直ちに提出  

■特例措置の入院届の指定医確認欄  

に記入、直ちに提出（精神医療審査会  
における審査対象ではない）、その写  
しを保存  

（特定医師による診察を確認）  

・診療録に記載【従来と同じ】  

■精神保健指定医の診察による入院届  

を都道府県へ提出【従来と同じ】  

（入院必要でない場合は不要）  

特例措置の入院届の写しの事後検証  

欄に記入  16   
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（応急入院）  

第三十三条の亘（略）   

呈前項に規定する場合において、同項に規定する精神病院の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医lこ代  
えて特定医師に同項の医療及び保護め依頼があった者輝 察の結果、そ の者  

が、精 神障害者でありJ、つ、直ちlこ入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある看であって当該精神  

が行われる状態にないと判定されたときは、同項の規定にかかわらず、本 障害のために第二十二条の三の規定Iこよる入院 人の  

同意がなくても、十二時間を限り、そめ者華人院させることができる0   

旦第十九条の四のこの規定は、前項の規定により診察を行った場合について準用する。 この場合において、同条中 「指定医は」前  
一 条第項」とあるのは「第二十二条の四第四項に規定する特定医師は、第三十三条の四第二項」と、「当該指定医」とあるのは「当  

該特定医師1と読み替えるものとする。   

旦第瀬規定による措置を採ったときは、遅滞なく、厚 生労働省令で定めるところ  
措置に関する記録を作岬   

卓蓋二遁に規定する精神病院の管理者は、同項又は第二項後段の規定による措置を採ったときは、直ちに、当該措置を採った理  
由その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。   

6・7（略）  
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（裏表紙）  （表表紙）  

備  考   

1．医療や生活などのことで相談した  

いときは、・市町村役場、保健所、精  
神保健福祉センター、福祉事務所な   
どに御相談下さい。   

2．住所や氏名が変わったときは、変   

更届を出してく・ださい。   

3．この手帳を万一なくしたりしたと   

きは、再交付を申請してください。   

4．この手帳は、他人に譲ったり、貸   
したりすることはできません。   

5．更新の申請は、有効期限の3か月   
前から市町村役場で行う■ことができ   

ます。  

者 手 帳  

都道府県（指定都市）名  

（内面左）  （内面右）  

3cm  

写  ベ   

ス   

ト   4  

半   Cm   

真  戟   

交付日  年・月  日   

有効期限  年  月  日   

（更新）   

（更新）   

（更新）   

（更新）  

氏
名
 
 生

年
月
日
 
 

都道府県（指定都市名）  

障害等級   

手帳番号  

≠l 
し警f靂蛋鞘諾止手帳   



－22－  

精神保健福祉法改正事項等の10月施行に向けた当面のスケジュール  

○国提示  ・都道府県等の対応  

改 正事■ 項   7 月  8 月   9 月   lO月以降   

改善命令等に従わな  ・医療機関ぺ周知  
い精神科病院の公表  
制度  

特定医師による特例  ・医療機関へ周知   師による入院届出の受理  
措置  ・特定病院の認定受付  査時に保存された記録を確認   

定期病状報告制度の  ○改正省令公布  ・条例案の準備（任意入院）  行（任意入院）  
見直し  へ周知  ；■新規様式による届出の受理  

○施行通知の発出  を医療機関へ配   ；・精神医療審査奉における審査  

○関係通知の改正  
長期任意入院患者に  ・医療機関へ周知  査時に保存された同意書を確認   
同意の再確認を求め  
る仕組みの導入   

」様式を医療機関へ配布  

隔離及び身体拘束等  ・医療機関へ周知   一査時に台帳の整備・記載状況を確認   
の行動制限について  
一覧性のある台帳の  
整備  

精神障害者保健福祉   ・システム等の・改修   ・関係機関・・団体へ周知  請及び更新時に順次対応   
手帳の写真貼付  T精神障害者保健福祉手帳   限が残っている看でも希望があれば、新様式と交  

及び申請書等の様式発注   （診断書等は不要、有効期限は変更無し）   
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